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議　題

n 規制状況

n 輸入、トレーサビリティおよび表示

n EUでの栽培
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欧州の機関

欧州委員会

Ø 法令案の提出

Ø 法令の執行（決定の提示など）

Ø 27名の委員

Ø 27の総局

§環境総局

§消費者・保健総局

欧州議会

Ø 立法の役割

欧州食品安全機関（EFSA）

Ø リスク評価

Ø ９の科学委員会（GMO委員会
など）

欧州理事会（加盟諸国）

Ø 立法の役割

Ø 認可決定

Ø 規制および執行

Ø 安全性評価の提案
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GMOの輸入および／または栽培：
指令90/220と2001/18

指令2001/18に準
じて6種類のGM作
物が認可待ち

含む栽培用の3系
統（工業用デンプ
ン生産用ジャガイ
モ、Btトウモロコ
シ）

指令2001/18に準
じて認可された5
種類のGM作物

すべて輸入：栽
培用の認可なし

GM作物の認可なし指令90/220に準じ
て11種類のGM作物
が認可：

§ラウンドアッ
プ・レディ
（RR）大豆の
輸入

§栽培用の3系
統（MON810、
CG176、T45）
など

認可待ち2004-20061998-20041994-1998

http://ec.europa.eu/environment/biotechnology/index_en.htm
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最近認可されたGM作物：
指令2001/18

承認日用途イベントGM作物

MON863 x
MON 810

1507

GT73

MON 863

NK603

2006年1月16日輸入CRW/ECBトウモロコシ

2005年11月3日輸入
ECB（ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ抵抗性）　
トウモロコシ

2005年8月31日輸入RRナタネ

2005年8月8日輸入
CRW（根切り虫抵抗性）
トウモロコシ

2004年7月19日輸入
RR（除草剤耐性）
トウモロコシ
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飼料用に認可されたGM作物
指令90/220と2001/18

なし4種類のGM作物が
指令2001/18に準
じて2004年～2005
年に飼料用として
認可

GM作物の認可なし8種類のGM作物が
指令90/220に準じ
て1996年～1998年
に飼料用として認
可

認可待ち2004-20061998-20041997-1998

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/index_en.htm
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食品用に認可されたGM作物
新規食品規則 258/97

なし4種類のGM作物が認可GM作物の認可
なし

2種類のGM作物
（CG176トウモロコシ
とRR大豆）が指令
90/220に準じた認可
に基づいて免除

13種類のGM作物が新
規食品規則に基づい
て（実質的に同等の
ものとして）通知を
受けた

認可待ち2004-20062002-20041997-2002

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/index_en.htm



5

9

最近認可されたGM作物
新規食品規則 258/97

承認日用途イベントGM作物

MON863

GA21

NK603

Bt11

2006年1月13日食品および
成分

CRWトウモロコシ

2006年1月13日食品および
成分

RRトウモロコシ

2004年10月26日食品および
成分

RRトウモロコシ

2004年5月19日スイート
コーン

Btトウモロコシ
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GM食品・飼料規則
1829/2003 

q GMOおよびGM作物由来のすべての食品・飼料用途に対す
る認可

q 輸入、加工および／または栽培を包括する「ワンドア・
ワンキー選択」（指令2001/18/EC認可に相当する）

q 既に承認済みGM作物の適用除外

q 加工食品・飼料の表示（混入率0.9％を超える場合）
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GM食品・飼料規則の手続きGM食品・飼料規則の手続き

* または加盟国当局への委託

加盟国（行政手続のみ）

検出方法、検証
－JRC

加盟国との協議

加盟国投票（Q/M）

委員会提議

理事会投票（Q/M）

委員会決議

否決

EFSAの審査*および見解（6ヵ月）

EFSAによる申請書のチェック

注：Q/M＝特定多数決
（255/345票）

否決
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GM食品・飼料規則　1829/2003
食品・飼料の認可

q 食品用途で認可されたGM作物は1種類（Btトウモロコシ
1507）

q 承認待ちの36のGM作物：
§ 8つの申請は、対象範囲に栽培を含む（加盟国が環境リスク評価
を実施する）

§ 8つの申請に関して、EFSAは、食品・飼料用途の安全性に肯定
的な見解を示している。なお、一部は穀物の輸入を含む

http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gm_ff_applications .html
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5製品

1製品

16製品

13製品

1製品

加盟国（行政手続のみ）

検出方法、検証
－JRC

加盟国との協議EFSAの審査*および見解（6ヵ月）

EFSAによる申請書のチェック

加盟国投票（Q/M）

委員会提議

理事会投票（Q/M）

委員会決議

否決

否決

GM食品・飼料規則の手続きGM食品・飼料規則の手続き

* または加盟国当局への委託

注：Q/M＝特定多数決
（255/345票）
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GM食品・飼料規則　1829/2003　
適用除外のGM作物

q 2004年10月までに通知を受けた24種類の承認済GM作物
§ 指令90/220・2001/18および新規食品規則に基づいて認可された
すべてのGM作物

§ 以前は規制されなかったGM作物（例えば、加工飼料および食品・
飼料添加物）である

q 2007年4月に更新される（新しいEFSA指針書に準拠）

q 当該GM作物は、委員会決議が可決されるまでは市場に
流通できる

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmfood/notification_en.htm
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輸入、トレーサビリティおよび表示

16

トレーサビリティ・表示規則
1830/2003

q GM食品・飼料規則(1829/2003)と併せて、
2004年4月14日に可決された

q 以下を規定
Ø すべてのGMOおよびGM作物由来の製品の　　
トレーサビリティ

Ø GMO（種子および穀物を含む）の表示

q GMO作物由来加工品の表示は GM食品・飼料
規則(1829/2003)が規制する
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対象範囲：
q 偶発的な混入（AP）を除く、すべてのGM食品・飼料

GM作物に適用する
§ 0.9％の混入許容値が適用される
§ 混入を回避するために、「適切な方法」を取らなけ
ればならない

GMO : 
q OECD固有識別番号（UI）を用いて、GMと表示する
q 記録を5年間保存する
GMO由来製品：
q GMO由来であることを明示し、その記録を5年間保存する

トレーサビリティ・表示規則
1830/2003

18

大豆輸入
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2004年　主なGM栽培国からの
大豆生産・輸出

ルーマニア（GM約80％）は、6,400トンの豆、6,600トンの穀粉、5,900トンの油をEUに輸出している。EUは、南アフリカとメキシコから輸入していない。

0.3%1.6479.77,878.3油

3.8%160.24,264.733,348.9穀粉

14.6%3,690.125,202.666,784.0豆

EU割合EU向け輸出生産1000 t

アメリカ合衆国（GM大豆の割合：約85％）

30.0%77.12,517.25,571.0油

72.9%10,564.514,485.622,311.0穀粉

47.4%9,134.719,274.749,793.0豆

EU割合EU向け輸出生産1000 t

ブラジル（GM大豆の割合：約25％）

0.9%40.64,489.54,569.7油

58.0%10,921.218,821.119,122.3穀粉

2.4%154.46,490.534,819.0豆

EU割合EU向け輸出生産1000 t

アルゼンチン（GM大豆の割合：約98％）

0.0%-170.0229.9油

2.6%22.6869.1970.7穀粉

49.4%1,271.82,575.14,120.0豆

EU割合EU向け輸出生産1000 t

パラグアイ（GM大豆の割合：約60％）

0.0%-13.6252.9油

0.0%-63.71,105.4穀粉

24.9%214.6862.02,310.0豆

EU割合EU向け輸出生産1000 t

カナダ（GM大豆の割合：約55％）

0.0%--1.6油

0.0%--6.8穀粉

58.6%244.6417.8420.0豆

EU割合EU向け輸出生産1000 t

ウルグアイ （GM大豆の割合：約99％）
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2004年　EUへのGM大豆の輸入
q GM大豆の生産国には分別流通の仕組みがないため、EUに輸出された大部分の大豆製品
はGMと表示されている。

q 唯一の例外はブラジルであり、地域によって栽培されているものが異なるので、Non-GM
輸出市場が存在する（輸出の約15％はNon-GM・非表示である）。

GM表示されたEUの大豆総輸入量：約2,940万トン*
⇒ EUの大豆輸入の90％はGMと表示されている

*穀物に相当するものの中に油は含まれない

0.00.00.0928.10.0928.16.70.06.70%0%その他の非EU国

11.6113.6125.21,212.820,090.422,603.21,378.413,354.014,732.3総量

0.05.95.90.06.66.60.06.46.4100%80%ルーマニア

0.00.00.00.00.00.00.0244.6244.6100%99%ウルグアイ

0.00.00.00.022.622.60.01,271.81,271.8100%60%パラグアイ

0.00.00.00.00.00.00.0214.6214.6100%55%カナダ

0.040.640.60.010,921.210,921.20.0154.4154.4100%98%アルゼンチン

11.665.577.11,584.78,979.810,564.51,371.67,772.19,143.785%25%ブラジル

0.01.61.60.0160.2160.20.03,690.13,690.1100%85%米国

非GMGM表示総量非GMGM表示総量非GMGM表示総量表示率
GM
割合

1000 t

大豆油大豆粉大豆GM表示
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トウモロコシ輸入
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2004年　主なGM栽培国からの
トウモロコシ生産・輸出

グルテン飼料：トウモロコシグルテン粉・トウモロコシ胚芽粉を含むトウモロコシグルテン飼料

0.3%1.1360.61,081.6油

75.9%3,241.74,272.11,993.7
グルテン
飼料

0.2%104.448,741.2299,217.1穀物

EU割合EU向け輸出生産1000 t

アメリカ合衆国（GMトウモロコシの割合：約47％）

0.0%-17.635.7油

9.7%5.354.7259.9
グルテン
飼料

15.5%1,655.310,692.015,000.0穀物

EU割合EU向け輸出生産1000 t

アルゼンチン（GMトウモロコシの割合：約55％）

0.0%-22.544.4油

0.0%-54.9420.7
グルテン
飼料

0.1%0.3348.18,835.7穀物

EU割合EU向け輸出生産1000 t

カナダ（GMトウモロコシの割合：約50％?）

南アフリカ（GMトウモロコシの割合：約15％）

0.0%-13.6252.9油

0.0%-63.71,105.4
グルテン
飼料

24.9%214.6862.02,310.0穀物

EU割合EU向け輸出生産1000 t

0.0%---油

0.0%---
グルテン
飼料

0.0%-0.1223.0穀物

EU割合EU向け輸出生産1000 t

ウルグアイ（GMトウモロコシの割合：約60％?）
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q GMトウモロコシの生産国では分別流通の仕組みがないため、EUに輸出された大
部分のトウモロコシ製品はGMと表示されている

GM表示されたトウモロコシのEUへの総輸出量：約500万トン

⇒ EUへのトウモロコシ輸出の約68％はGMと表示されている

0.00.00.018.50.018.5587.50.0587.50%0%その他の非EU
国

8.61.19.718.53,247.03,265.52,332.71,760.94,093.6総量

0.00.00.00.00.00.00.00.90.9100%15%南アフリカ

0.00.00.00.00.00.00.00.30.3100%50%?カナダ

0.00.00.00.05.35.30.01,655.31,655.3100%55%アルゼンチン

8.60.08.60.00.00.01,745.20.01,745.20%0%ブラジル

0.01.11.10.03,241.73,241.70.0104.4104.4100%85%米国

非GMGM表示総量非GMGM表示総量非GMGM表示総量表示率
GM
割合

1000 t

トウモロコシ油トウモロコシグルテン粉トウモロコシ穀粒GM表示

2004年　EUへのGMトウモロコシの輸入

24

18.100>50%630米国

1,542

9,660

総穀物生産
(1000トン)

GM 比率

0%

82% 0.4341.40.2カナダ

< 14.30< 28.5オーストラ
リア

カノーラ油カノーラ粕カノーラ種子

2005年　EUへのカノーラ（ナタネ）輸入

Sources: 
2005 Canola Canada, Canola Council of Canada; www.canola-council.org; 
http://www.abareconomics.com/interactive/acs_dec06/htm/rural.htm#oilseed
ISAA briefs 2004
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表示のある乳牛用飼料

畜産加工品（食肉、牛乳、
鶏卵など）のGM 表示は
要求されていない。
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EUのGM食品

q 食品製造業者および小売業者は、概してGM作物由来の
食品成分の使用を避けている
§ 消費者の要望

§ 圧力団体

q GMが上市されていない原料への変更や、分別流通した
Non-GM原料の使用（より高いコストで）

q GM微生物及びその由来製品はEUで広く利用されている
が、安全評価または表示要求は行われていない



14

27

EUのGM食品

たとえば・・・

サラダオイル
揚げ物油
マーガリン
バーベキューソー
ス
ケーキミックス
セモリナ
トマトスープ
ケーキ
香料

28

加工食品へのGM表示
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加工食品へのGM表示

30

加工食品へのGM表示
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Non-GM 表示

q GM製品が表示されなければならない場合はEUのGMトレー
サビリティー・表示規制(1830/2003)に規定される

q その意味するところにより、表示のない製品は“non-GM”
とみなされる

q “ GMでない”という意味の表示(例えば “GMフリー”など)
について、特定なEUの規則はない

q ただし、EUの規制では事実に基づき誤認を生じない表示
であることが要求される

q 従って、食品への“ GMでない”という意味の表示は限られ
ているように見える

32

EUでの栽培
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Bt（ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ抵抗性）トウモロコシ（ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ防除の目的）

スペインの実績

34

ヨーロッパの農業生産者が栽培できる
Bt（ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ抵抗性）トウモロコシ

現在EUカタログの中にある34品種のBtトウモロコシ：
q スペイン：25品種
q フランス：6品種

q ドイツ：3品種

1,500270チェコ共和国

69,24155,095総量

2,000750ポルトガル

5,000500フランス*

681350ドイツ

60,00053,225スペイン

ヘクタール
（2006年）

ヘクタール
（2005年）

国名

* フランスにおいて害虫のアワノメイガによって70万
ヘクタールで被害が生じていると推定されている
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スペインにおけるBtトウモロコシの主
なベネフィット

ウエスカ地方で見られた10～ 15％の増収（高
い害虫被害）

ウエスカ地方で 1ヘクタールあたり150ユーロ
の平均収入の増加

2001年～ 2002年シーズンの調査

農業生産者の純利益を時価で 1,100～ 1,500万
ユーロまで増加させると見込まれる

35,000～ 56,000kgの農薬散布の減少が見込ま
れる

圃場試験において非Bt品種と比較してフモニ
シン（カビ毒）含有量が10分の１まで低下

出典： Brookes, G.  PG Economics.  2002. & Bakan et, al. 2002.

スペインの実績

作物： トウモロコシ

害虫： アワノメイガ

形質： Bt（害虫防除）

栽培開始年： 1998年

36

EUでの栽培の制約

q 販路・川下での製品利用
q 新規GM作物の栽培認可が行われていない
q 国内共存法
q 国内禁止措置
q 農業生産者への活動家の圧力
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選択のための一連の対策リスト
（共存のための対策）

隔離距離

緩衝帯

近隣への
情報提供

花粉の
トラップ 機械器具

の清掃

自主的な
集団営農

農地の登録

コミッションの勧告
2003/556/EC

38
--400ハンガリー

????スロバキア

---50スウェーデン

nsnsnsnsイタリア

---80/130イギリス

-300-200ポーランド

---
20?

> 100?
-

ドイツ

---
12

25
-

フランス

---
4

50? (220?)
-

スペイン

5010035-

-200-70チェコ

285024-

-300-200ポルトガル

-250-25オランダ

---200デンマーク

緩衝帯
畝数

隔離距離
(メートル )

緩衝帯
畝数

隔離距離
(メートル )

国名

有機栽培トウモロコシとの距離慣行栽培トウモロコシとの距離
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2006年　EUにおけるGM栽培国

Hungary

Bulgaria

Romania
Slovenia

Czech R. 

Slovakia

5,000 ha

2,000 ha

60,000 ha

1,500 ha

680 ha

総面積：69,241ヘクタール

40

結　論

q EUの規制プロセスは複雑なままであり、科学的
根拠がなく極めて政治的である

q GM飼料は輸入され幅広く使用されているが、GM
食品は限られている

q EUの農業生産者はBtトウモロコシやその他の
GM作物の栽培を切望しており、すでにスペイン
など5万ヘクタール以上で栽培が行われている

q しかしながら、特にいくつかの国での政治的反対
など、いまだに大きな障壁がある


